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本報告の目的
・目的
次の３点を通じて，社会科学分野における
データの公開と制限の境界線を共有する．

（1）社会調査・データアーカイブ機関の役割
（2）個票データを提供するフローの実態
（3）利用者の申請に対する検討の内実



1.所属機関の役割
2.保有データ
3.データ提供フロー
4.提供／制限の内実
5.制限のケース
6.まとめ
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社会科学データの公開に関わる機関
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東大社研パネル調査の調査票（例）
調査内容：働き方とライフスタイルに関わる調査
調査期間：2007年～継続中

調査地域：全国
調査対象：20-34歳・男女
調査方法：郵送配布

訪問回収
アタック数：約1万人
回収票数：3,367人

＜ポイント＞
調査対象者の自宅へ訪問！
→1票を入手することに
労力がかなり掛かっている．
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社会科学分野で主に扱う個票データ（例）
個票データ

調査票によって得られた情報を
1行に調査対象1つの情報となるように置き換えたもの

性別調査対象者の番号 出生年

男性

女性

表の見方）1行目：男性，1981年2月生まれ

出生月
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SSJデータアーカイブの仕組み

1.各主体が調査を実施

2.各主体が実施した調査
データをSSJDAへ寄託

3.利用者が公開データ
を利用＝二次分析

Social Science Japan
Data  Archive
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公開データセット数と利用申請者数

新規公開データセット数：70件程度で推移（直近3年平均）
利用申請者数：海外からの申請者も徐々に拡大
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SSJDAのデータを利用した研究業績

2016年 2017年 2018年
著書 12 19 15
論文 41 52 53
学位論文 124 165 161
合計 177 236 229

二次分析による研究成果は増加傾向
若手研究者による学術書の出版
卒論・修論・博論で活用実績

注：成果物は数年経ってから届く場合があるため，公表値とは異なる可能性がある．



1.所属機関の役割

2.保有データ
3.データ提供フロー
4.提供／制限の内実
5.制限のケース
6.まとめ
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保有データの学問分野

経済学
33.9 

社会学
24.2 

経営学
19.0 

教育学
13.9 

政治学 5.6 
心理学 2.0 法学 1.2 その他 0.2 
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公開・非公開の状況
・個票データの状況

1.公開中
2.公開準備中（データクリーニング等）
3.保存目的（寄託段階より保存のみ等）
4.その他

保有している多くの個票データは，
公開することを前提としている．



1.所属機関の役割
2.保有データ

3.データ提供フロー
4.提供／制限の内実
5.制限のケース
6.まとめ
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データの提供フロー
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データ提供フローの３ステップ
1.利用者による利用申請書の提出
2.SSJDAによる承認の判断
3.データの提供

すべての研究計画を目視によって
確認したうえで，承認可否を判断

＜申請画面＞



1.所属機関の役割
2.保有データ
3.データ提供フロー

4.提供／制限の内実
5.制限のケース
6.まとめ
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提供／制限に対する基本スタンス
・原則は提供
利用目的に合致した場合，
データを利用者へ提供する．

・制限は例外
制限は利用条件に満たない場合を想定
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利用承認の判断ポイント

1. 利用条件に合致しているか？
2. 申請内容が妥当であるか？
3. 利用状況が適切であるか？
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申請の承認判断①利用条件に合致？
利用資格：大学又は公的研究機関の研究者，

教員の指導を受けた大学院生
利用状況：過去の申請に対する対応

〈 NGとなる場合〉
1.申請者の所属（研究機関・職位等）

民間企業・学部学生・高校教員など
※学部生は指導教員からの申請

2.過去の申請に対する対応状況
利用報告／受講者リストの未提出
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申請の承認判断②申請内容の妥当性
・研究計画の内容
研究／教育の目的は妥当か
【研究】
計画内容が十分に示されているか
計画内容と変数のミスマッチはない

【教育】
卒論・授業名などの記載有無
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申請の承認判断③利用状況の適切性
・一度の申請で大量データを申請
・学生が教員としてアカウントを作成
・アカウントの不正利用
複数名で1つのアカウントを共有
教員が自らのアカウントを学生へ貸与
→制限を加えたケースを紹介



1.所属機関の役割
2.保有データ
3.データ提供フロー
4.提供／制限の内実

5.制限のケース
6.まとめ
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最も重い制限を加えた例
・利用者のアカウントを停止

1.不正利用の発覚
教員が学生へアカウント貸与

2.改善を促したが，十分な対応を取らない
3.機関内の合意をもとにアカウントを停止

→すぐに停止措置をしたわけではない．
検討を何度も重ねた結果としての停止措置
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制限を加えた例
・学部ゼミメンバーでアカウントを共有

1.同じゼミに所属する人たちが
1つのアカウントで利用申請を繰り返す．

2.先方への改善依頼
SSJDA内のシステム検討

3. 2016年3月より
学部学生の申請は指導教員による申請
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5.制限のケース

6.まとめ

25



26

提供と制限の境界線

・データ提供の原則は常にオープン

・制限の可否は利用条件の合致を個別に確認

・重い制限は不誠実な利用者に対してのみ
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提供フローの課題
・個々の申請すべてを目視

人員と時間のコストが大きい
増加する申請件数に対する処理の制約

・対応案
申請フローの(半)自動化
利用者に対する継続的なセミナー
申請ベースから利用者ベースへ？


